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ドイツ基本法における「集会」の概念をめぐる最近の議論

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
「
集
会
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
最
近
の

　

議
論

岡　
　

田　
　

俊　
　

幸

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

広
義
説

Ⅲ　

修
正
狭
義
説

Ⅳ　

狭
義
説

Ⅴ　

集
会
の
概
念
と
基
本
権
理
論

Ⅵ　

結
語

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

二
〇
〇
一
年
七
月
一
二
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定
（
ラ
ブ
パ
レ
ー
ド
決
定
。
以
下
、「
〇
一
年
部
会
決
定
」
と
い

う
。）
及
び
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
四
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
（
以
下
、「
〇
一
年
決
定
」
と
い
う
。）
は
、
基
本
法
八
条
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の
「
集
会
」
の
概
念
を
示
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。
〇
一
年
部
会
決
定
は
、「
集
会
の
自
由
の
基
本
権
は
、
公
共
の
意
見
形
成
の
過

程
と
の
関
連
性
の
故
に
基
本
法
の
自
由
な
民
主
的
基
本
秩
序
に
お
け
る
特
別
の
憲
法
上
の
意
義
を
獲
得
し
て
い
る
」
こ
と
、「
と
り

わ
け
議
会
制
代
表
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
、
国
民
投
票
に
よ
る
関
与
権
の
乏
し
い
民
主
制
に
お
い
て
は
、
集
団
的
意
見
表
明
の
自
由
は
、

基
礎
的
な
機
能
要
素
の
意
義
を
有
す
る
」
こ
と
か
ら
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」
と
は
「
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
関
与
を
目
的
と
す

る
共
同
の
討
論
又
は
意
見
表
明
を
す
る
た
め
の
、
一
定
の
場
所
に
お
け
る
多
数
人
の
会
合
」
で
あ
る
と
解
し
た）1
（

。
〇
一
年
決
定
は
、

「
基
本
法
八
条
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
企
図
す
る
共
同
の
発
展
の
発
現
と
し
て
集
会
の
自
由
を
保
護
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
、

「
集
団
的
意
見
表
明
に
向
け
ら
れ
た
こ
の
基
本
権
は
、
多
数
派
に
と
っ
て
も
少
数
派
に
と
っ
て
も
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア

へ
の
直
接
的
ア
ク
セ
ス
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
も
、
比
較
的
多
く
の
人
々
の
中
で
意
見
表
明
を
す
る
機
会
を
与
え
る
」
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」
と
は
「
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
関
与
に
向
け
ら
れ
た
共
同
の
討
論
又
は
意
見
表
明
を

目
的
と
す
る
一
定
の
場
所
に
お
け
る
多
数
人
の
会
合
」
を
言
う
と
説
示
し
た）2
（

。

　

〇
一
年
決
定
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
「
集
会
」
の
概
念
の
特
徴
は
、
憲
法
上
の
「
集
会
」
が
成
立
す
る
た
め
に
必

要
な
集
会
の
「
目
的
」
を
「
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
関
与
に
向
け
ら
れ
た
共
同
の
討
論
又
は
表
明
」
に
限
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

〇
一
年
決
定
が
出
さ
れ
た
当
時
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」
の
概
念
に
関
す
る
諸
学
説
は
①
狭
義
説
、
②
修
正
狭
義
説
及
び
③
広
義

説
に
分
か
れ
、
鋭
く
対
立
し
て
い
た
。
憲
法
上
の
「
集
会
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、「
一
定
の
場
所
に
お
け
る
多
数
人
の
会
合
」

で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、「
共
通
の
目
的
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
学
説
の
対
立
は
後
者
の
要
件

に
か
か
わ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
狭
義
説
は
、
追
求
さ
れ
る
目
的
の
内
容
を
公
共
的
事
項
に
関
す
る
集
団
的
な
意
見
形
成
・
意
見

表
明
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
修
正
狭
義
説
は
、
追
求
さ
れ
る
目
的
の
内
容
が
集
団
的
な
意
見
形
成
・
意
見
表
明
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、「
公
共
的
事
項
」
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、「
私
的
事
項
」
に
関
す
る
集
団
的
な
意
見
形
成
・
意

見
表
明
に
ま
で
集
会
の
概
念
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
広
義
説
は
、
集
会
の
目
的
に
一
定
の
内
容
を
求
め
る
こ
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と
は
放
棄
す
べ
き
で
あ
り
、「
何
ら
か
の
任
意
の
目
的
」
で
足
り
る
と
主
張
す
る
。
別
稿）3
（

で
示
し
た
よ
う
に
、
〇
一
年
決
定
の
意
義

は
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」
概
念
に
つ
い
て
学
説
が
鋭
く
対
立
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
当
時
必
ず
し
も

多
く
の
支
持
を
集
め
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
狭
義
説
（
又
は
狭
義
説
に
か
な
り
近
い
立
場
）
を
採
用
し
た
点
に
あ
る
。
本
稿
は
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
「
集
会
」
の
概
念
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
学
説
─
─
と
く
に
〇
一
年
部
会
決
定
及
び
〇
一
年
決
定
の
前

に
修
正
狭
義
説
や
広
義
説
を
採
っ
て
い
た
研
究
者
─
─
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以

下
、
ま
ず
、
広
義
説
の
対
応
（
Ⅱ
）
と
修
正
狭
義
説
の
対
応
（
Ⅲ
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
狭
義
説
を
採
る
学
説
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
広
義
説
及
び
修
正
狭
義
説
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
解
釈
論
を
擁
護
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
狭
義
説
が
広
義
説
及
び
修
正
狭
義
説
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
論
を
し
た
の
か
を
紹
介
す

る
こ
と
に
し
た
い
（
Ⅳ
）。
〇
一
年
決
定
後
の
学
説
状
況
を
検
討
し
た
結
果
、
筆
者
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
解
釈
は
学
説

に
お
い
て
─
─
少
な
く
と
も
主
要
な
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
限
っ
て
言
え
ば
─
─
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
広

義
説
の
立
場
を
採
る
学
説
が
存
外
に
多
い
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
、
結
語
（
Ⅵ
）
の
前
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た

解
釈
が
学
説
か
ら
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
こ
と
に
し
た
い
（
Ⅴ
）。

Ⅱ　

広
義
説

　
（
一
）　

何
よ
り
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
集
会
の
自
由
は
「
個
人
の
孤
立
の
危
険
」
を
阻
止
し
、「
集
団
形
態
に

お
け
る
人
格
の
発
展
」
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
立
場
（
広
義
説
）
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
集
会
の
概
念
を
「
公
共
の
意

見
形
成
へ
の
関
与
に
向
け
ら
れ
た
共
同
の
討
論
又
は
意
見
表
明
を
目
的
と
す
る
」
会
合
に
限
定
し
た
こ
と
に
批
判
的
な
学
説
が
少
な

く
な
い
こ
と
で
あ
る）4
（

。
例
え
ば
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
＝
フ
ィ
ー
リ
ツ
（H

elm
uth Schulze-Flielitz

）
は
、
〇
一
年
決
定
の
前
に
広
義
説
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の
立
場
を
採
っ
て
い
る）5
（

が
、
〇
一
年
決
定
後
も
自
説
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
集
会
の
自
由
は
、「
他

者
と
共
同
の
基
本
権
行
使
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
、
人
格
の
発
展
に
と
っ
て
の
一
つ
の
基
本
的
前
提
条
件
を
保
障
す

る
も
の
で
あ
る
」。
と
い
う
の
は
、
人
格
の
発
展
は
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
ま
た
、「
他
者
と
一
緒
に
集
ま
る
と
い
う
形
態
」
を
通
し
て
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
基
本
法
八
条
は
、「
個

人
の
人
間
的
な
、
ま
た
極
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も
あ
る
人
の
欲
求
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
一
般
的
行
為
自
由
」
を
「
人
格
発

展
の
自
由
の
一
部
」
と
し
て
具
体
化
し
て
い
る
。「
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
次
元
」
は
、
市
民
を
孤
立
し
た
独
立
の
個
人
で

は
な
く
、
共
同
体
と
結
び
付
き
共
同
体
に
拘
束
さ
れ
た
人
格
と
見
る
「
基
本
法
の
人
間
像
」
に
も
合
致
す
る）6
（

。
集
会
の
自
由
は
、

「
政
治
的
民
主
的
機
能
」
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
集
会
の
自
由
は
、
こ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
根
源
的
に
、「
集
団
的
な
同
一
化
モ

デ
ル
が
提
供
さ
れ
」、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
を
可
能
に
し
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
集
団
的
結
合
が
開
か
れ
た
多
元
主
義
社
会
の
考
え

方
に
そ
っ
て
脱
構
築
又
は
再
構
築
さ
れ
る
「
文
化
的
（
で
か
つ
政
治
的
で
も
あ
る
）
プ
ロ
セ
ス
の
形
態
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る）（
（

。

集
会
の
目
的
の
種
類
は
法
的
に
重
要
で
は
な
く
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
、
社
会
的
に
、
経
済
的
に
、
宗
教
的
に
、
文
化
的
に
又
は
政

治
的
に
動
機
付
け
ら
れ
た
集
会
」
は
基
本
法
八
条
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る）8
（

。
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
関
与
に
向
け
ら
れ
た
共
同
の

討
論
又
は
意
見
表
明
を
目
的
と
す
る
集
会
に
集
会
の
自
由
の
保
護
範
囲
を
限
定
す
る
見
解
は
、「
公
共
の
意
見
形
成
の
前
段
階
に
お

け
る
意
見
形
成
に
と
っ
て
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
集
会
の
構
成
的
役
割
を
見
誤
っ
て
い
る
」
と
と
も
に
、「
歴
史
的
な
感
受
性
を
欠
い

た
ま
ま
で
」、
集
会
の
自
由
に
人
権
と
し
て
の
性
格
を
認
め
る
に
際
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
「
基
本
権
に
特
有
の
危
険
状
況
」
を
無

視
す
る
も
の
で
あ
る）9
（

、
と
。

　
（
二
）　

ま
た
、
グ
ズ
ィ
（Christoph Gusy

）
も
〇
一
年
決
定
前
に
広
義
説
の
立
場
を
採
っ
て
い
た）（（
（

が
、
〇
一
年
決
定
後
も
広
義

説
の
立
場
か
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
集
会
の
概
念
を
批
判
し
て
い
る
。
グ
ズ
ィ
は
、
ま
ず
、
集
会
の
自
由
の
史
的
展
開
を
考

察
し）（（
（

、
集
会
の
自
由
は
、
た
し
か
に
、
政
治
的
に
は
、「
積
極
的
地
位
の
手
段
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
支
配
者
へ
の
ア
ク
セ
ス
」、
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す
な
わ
ち
、「
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
の
解
消
」
と
「
集
団
的
行
為
に
よ
る
圧
力
の
行
使
」
が

重
要
で
あ
っ
た
が
、
国
法
上
「
単
線
的
像
」
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
立
憲
国
家
及
び
民
主
国
家
に
お
け
る
集
会
の
自
由
の
機
能
は
極

め
て
多
様
で
あ
り
、
様
々
な
時
期
に
お
い
て
基
本
権
に
与
え
ら
れ
た
機
能
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
、
と
総
括
す
る）（（
（

。
そ
し
て
、
グ

ズ
ィ
は
、
集
会
の
自
由
の
「
不
均
質
な
伝
統
と
機
能
」
に
か
ん
が
み
る
と
、「
統
一
的
な
解
釈
指
針
」
は
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む

し
ろ
、「
様
々
な
基
本
権
機
能
」
が
前
理
解
を
形
成
す
る
、
と
主
張
す
る
。
グ
ズ
ィ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
リ
ベ
ラ
ル
で
人
権

的
な
（liberal-m

enschenrechtlich

）
解
釈
」
は
、
集
会
の
自
由
を
「
意
見
表
明
の
自
由
」
か
ら
構
想
す
る
。
意
見
表
明
の
自
由
は
、

「
人
間
の
人
格
の
も
っ
と
も
直
接
的
な
表
現
」
で
あ
り
、「
人
権
の
中
で
も
っ
と
も
高
貴
な
も
の
の
一
つ
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、

集
会
も
、
こ
の
意
味
で
、
人
格
の
自
由
な
発
展
と
人
間
の
尊
厳
の
表
現
で
あ
り
、
か
つ
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
者
と
共
同
で
実

現
す
る
権
利
も
基
礎
付
け
る
が
、
こ
の
権
利
は
、
人
間
を
孤
立
さ
せ
、
あ
る
い
は
他
者
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
を
国
家
に
禁
止
し
て
い

る
。
こ
の
場
合
、
集
会
の
自
由
は
、
個
人
の
自
由
及
び
そ
の
活
動
の
集
団
的
継
続
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、「
民
主
的
基
本
権
解
釈
」
は
、

集
会
を
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
及
び
議
会
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
機
能
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
要
素
と
捉
え
る
。
集
会
は
、
本
来
的
に
個
人

の
意
見
表
明
の
自
由
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
公
的
領
域
に
ま
で
影
響
を
与
え
、
民
主
制
の
過
程
に
お
い
て
「
社
会
的
に
埋
め
合
わ

せ
る
機
能
」
を
有
す
る）（（
（

。
基
本
法
八
条
の
テ
キ
ス
ト
は
上
記
の
「
基
本
権
思
想
」
の
一
つ
を
具
体
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

憲
法
制
定
者
は
、「
不
均
質
な
正
当
化
思
想
」
の
間
の
「
緊
張
関
係
」
を
認
識
し
つ
つ
、
そ
れ
を
基
本
権
に
統
合
し
よ
う
と
試
み
た

の
で
あ
り
、
こ
の
成
果
を
「
単
線
的
な
解
釈
準
則
」
に
よ
っ
て
無
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
上
記
の
解
釈
諸
原
則
が
不
必

要
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
基
本
法
八
条
の
「
リ
ベ
ラ
ル
な
」
次
元
は
、
こ
の
基
本
権
を
も
っ
ぱ
ら
政
治
的
に
解
釈
す
る

こ
と
を
排
除
す
る）（（
（

、
と
。

　

グ
ズ
ィ
は
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
集
会
の
目
的
は
八
条
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指

摘
し
、
広
義
説
を
採
用
す
る
。
広
義
説
に
お
い
て
も
、
公
共
的
事
項
の
討
論
又
は
意
見
表
明
を
目
的
と
す
る
集
会
が
、
集
会
の
重
要
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な
一
類
型
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
狭
い
集
会
概
念
に
よ
っ
て
基
本
権
構
成
要
件
を
上
記
の
よ
う
な
「
政
治
的
」
目
的
に

限
定
す
る
説
得
的
な
法
的
根
拠
は
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
集
会
の
自
由
の
「
政
治
的
次
元
」
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ

と
は
、
上
記
の
よ
う
な
「
政
治
的
」
目
的
以
外
の
目
的
を
有
す
る
行
事
を
集
会
概
念
か
ら
排
除
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
基
本
権
の
歴
史
」
に
お
い
て
、
集
会
の
権
利
の
「
政
治
的
」
解
釈
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
他
の
解
釈
も
存
在
し
て
い
た
。
第
二
に
、「
基
本
権
の
体
系
」
か
ら
考
え
て
も
、
結
社
の
自
由
が
政
治
的
団
体
に
限
定
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
集
会
の
自
由
が
政
治
的
集
会
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
す
る
理
由
は
な
い
。
第
三
に
、「
民
主
的
基
本
権
コ

ン
セ
プ
ト
」
は
、
基
本
法
八
条
に
表
れ
て
い
る
唯
一
の
基
本
権
コ
ン
セ
プ
ト
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
「
人
権
的
で
リ
ベ
ラ
ル
な
」

基
本
権
目
的
は
、
上
記
の
よ
う
な
「
政
治
的
」
目
的
以
外
の
目
的
を
有
す
る
集
会
を
排
除
し
な
い）（（
（

。

　
（
三
）　

さ
ら
に
、
デ
ペ
ン
ホ
イ
ア
ー
（O

tto D
epenheuer

）
も
、「
集
会
」
の
概
念
に
関
し
て
広
義
説
を
採
り）（（
（

、
連
邦
憲
法
裁
判

所
が
示
し
た
「
集
会
」
の
概
念
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
デ
ペ
ン
ホ
イ
ア
ー
は
、「
狭
い
」
集
会
概
念
は
、
集
会
基
本
権
の
「
文

言
」、「
体
系
」
及
び
「
成
立
史
」
の
い
ず
れ
も
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
簡
単
に
指
摘
し
た）（（
（

後
、
次
の
よ
う
に
説
い

て
い
る
。
第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
「
狭
い
」
集
会
概
念
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
名
に
お
い
て
、
集
会
の
自
由
の
保
障
内
容
を

縮
減
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
民
主
的
・
機
能
的
考
慮
を
基
本
権
解
釈
に
導
入
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
リ
ュ
ー
ト
判
決）（（
（

以
降
、

憲
法
上
の
「
共
有
財
産
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
民
主
的
機
能
的
論
証
を
、
基
本
権
を
強
化
す
る
た

め
に
で
は
な
く
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
文
言
及
び
体
系
か
ら
す
る
と
保
護
さ
れ
る
行
動
様
式
を
排
除
し
て
保
護
範
囲
を
縮
小
す
る
た

め
に
援
用
し
て
い
る）（（
（

。
第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
集
会
の
権
利
の
解
釈
の
「
政
治
化
」
は
、「
基
本
権
思
想
の
退
化
」
で

あ
る
。
基
本
権
の
「
近
代
性
」
は
、「
民
主
的
・
代
議
制
的
政
治
」
と
基
本
権
を
基
盤
と
す
る
「
代
議
制
に
よ
ら
な
い
」
政
治
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
の
区
別
に
あ
る
が
、
集
会
基
本
権
が
こ
の
区
別
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
集
会
基
本
権
が
代
議
制

の
シ
ス
テ
ム
の
側
か
ら
政
治
的
に
中
立
に
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
あ
り
得
る
内
容
に
対
し
て
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
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場
合
の
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
の
み
、
あ
る
テ
ー
マ
の
多
層
的
な
公
共
的
議
論
と
政
治
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
「
開
放
的
か
つ

迅
速
な
問
題
受
容
（Problem

aufnahm
e

）」
が
保
障
さ
れ
る）（（
（

。
第
三
に
、
基
本
権
解
釈
と
し
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
集

会
概
念
は
説
得
的
で
は
な
い
。
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
警
察
法
及
び
道
路
法
に
基
づ
く
法
体
系
と
集
会
を
「
特
権
化
す
る
」

集
会
法
の
法
体
系
と
の
区
別
を
、「
非
政
治
的
な
」
集
会
か
ら
基
本
法
八
条
の
保
護
を
剥
奪
す
る
た
め
に
援
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
憲
法
の
優
位
（
基
本
法
一
条
三
項
）
と
両
立
し
得
な
い
。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
意
見
表
明
の
自
由
（
基
本
法
五
条
一
項
）

に
つ
い
て
は
、
保
護
範
囲
を
公
共
の
利
害
に
関
す
る
討
論
の
自
由
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
私
的
な
発
言
や
た
ん
に
娯
楽
的
な
発
言

も
保
護
の
対
象
に
含
め
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、「
基
本
権
体
系
上
」、
集
会
概
念
の
「
政
治
化
し
た
縮
小
」
に
反
対
す
る
論
拠
と

な
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
解
は
、
実
務
上
の
観
点
か
ら
は
、「
困
難
で
、
決
断
主
義
的
に
し
か
解
決
で
き
な
い
境
界

線
画
定
及
び
衡
量
問
題
」
に
帰
着
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
行
事
が
「
全
体
的
特
徴
」
に
よ
っ
て
「
楽
し
み
又
は
娯
楽
の
目
的
」
が
中

心
で
あ
っ
て
、
果
た
し
て
法
的
意
味
の
集
会
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
、
そ
れ
で
あ
る）（（
（

、
と
。

Ⅲ　

修
正
狭
義
説

　
（
一
）　

ミ
ュ
ン
ヒ
（Ingo von M

ünch

）
は
〇
一
年
決
定
の
前
に
修
正
狭
義
説
の
立
場
を
採
っ
て
い
た）（（
（

が
、
〇
一
年
決
定
の
後
も

修
正
狭
義
説
を
維
持
し）（（
（

、
集
会
に
お
い
て
「
公
共
的
事
項
の
討
論
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
基
本
法
八
条
一
項

の
制
限
的
解
釈
は
、
基
本
法
八
条
一
項
の
「
文
言
」
に
も
、
ま
た
そ
の
「
趣
旨
」
に
も
拠
り
ど
こ
ろ
を
見
出
せ
ず
、
さ
ら
に
、
公
共

的
事
項
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
団
体
も
保
護
し
て
い
る
基
本
法
九
条
一
項
の
結
社
の
自
由
と
の
「
体
系
的
関
連
性
」
も
上
記
の
制
限

に
反
対
の
論
拠
を
提
供
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
基
本
法
八
条
一
項
の
制
限
的
解
釈
を
拒
否
し
て
い
る）（（
（

。
以
下
に
お
い
て
は
、
修
正
狭

義
説
の
立
場
か
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
集
会
の
概
念
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
二
つ
の
学
説
を
紹
介
し
た
い）（（
（

。
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（
二
）　

ガ
イ
ス
（M

ax-Em
anuel Geis

）
は
、
一
方
に
お
い
て
、
広
義
説
に
対
し
て
、
か
り
に
広
義
説
に
立
つ
と
、
憲
法
上
の
集

会
と
た
ん
な
る
集
ま
り
と
の
区
別
は
「
共
同
性
（Gem

einsam
keit

）」
の
基
準
に
拠
る
こ
と
と
な
る
が
、
サ
ッ
カ
ー
の
観
戦
と
い
っ

た
伝
統
的
に
集
会
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
行
動
が
集
会
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
多
く
の
労
力
を
要
す
る
こ
と
に
な

る
、
と
批
判
し
、
他
方
に
お
い
て
、
狭
義
説
に
対
し
て
、
狭
義
説
は
、
基
本
法
八
条
に
含
ま
れ
る
「
人
格
の
発
展
」
の
要
素
を
あ
ま

り
に
も
軽
視
し
、
集
会
の
自
由
を
「
主
と
し
て
民
主
的
・
政
治
的
制
度
」
に
縮
減
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
批
判
し
た
上
で
、
修
正
狭

義
説
は
、「
人
格
の
発
展
」
と
「
意
見
表
明
」
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
集
会
の
自
由
の
性
格
を
最
適
に
考
慮
し
て
い
る
、
と
主

張
し
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
ガ
イ
ス
は
、
狭
義
説
に
対
し
て
、
権
力
に
よ
っ
て
会
合
の
「
内
容
的
評
価
」
が
な
さ
れ
る
「
突
破
口
」
─
─

こ
の
点
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
本
権
が
特
別
の
保
護
を
受
け
る
に
値
す
る
危
険
が
あ
る
─
─
を
間
接
的
に
作
り
出
す
も
の
で
あ

る
か
ら
、
内
容
上
の
限
定
を
す
る
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
批
判
し
て
い
る）（（
（

。

　
（
三
）　

さ
ら
に
、
ク
レ
ッ
パ
ー
（M

ichael K
loepfer

）
も
、
基
本
法
八
条
は
「
共
同
の
意
見
形
成
又
は
意
見
表
明
」
を
目
的
と
す

る
集
会
を
保
護
し
て
い
る
と
の
立
場）（（
（

か
ら
、
集
会
の
目
的
を
「
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
関
与
に
向
け
ら
れ
た
」
共
同
の
討
論
又
は
意

見
表
明
に
限
定
す
る
解
釈
論
に
対
し
て
、
集
会
の
自
由
の
有
す
る
「
個
人
の
権
利
と
し
て
の
意
義
」
を
軽
視
し
て
い
る
と
非
難
し
て

い
る
。
ク
レ
ッ
パ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
狭
義
説
は
、
公
共
の
意
見
形
成
を
目
的
と
す
る
行
事
に
対
す
る
国
の
侵
害

か
ら
の
保
護
が
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
の
基
本
権
の
「
歴
史
的
展
開
」
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
が
、
公
共
的
事
項

を
討
論
す
る
集
会
は
国
の
侵
害
を
受
け
る
危
険
性
が
高
く
、
そ
れ
故
に
基
本
権
保
護
を
必
要
と
す
る
程
度
も
高
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
侵
害
さ
れ
る
危
険
性
が
低
い
集
会
に
対
す
る
基
本
権
保
護
の
排
除
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
）
（（
（

。「
個
人
の
権
利
」
と
し
て
の
基
本
法
八
条
一
項
の
意
味
内
容
を
十
分
に
効
果
的
に
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
集
会
の

目
的
を
公
共
的
事
項
に
関
す
る
共
同
の
討
論
に
限
定
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
、
と）（（
（

。
ま
た
、
ク
レ
ッ
パ
ー
は
、
か
り
に
集
会

の
自
由
を
「
機
能
的
民
主
的
」
見
地
か
ら
捉
え
た
と
し
て
も
、
住
民
の
意
見
形
成
及
び
意
思
形
成
に
と
っ
て
有
意
味
な
も
の
と
な
り
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得
る
の
は
政
治
的
大
規
模
行
事
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
ク
レ
ッ
パ
ー
に
よ
る
と
、
政
治
的
大

規
模
集
会
は
、
こ
れ
に
先
行
し
て
な
さ
れ
る
比
較
的
小
規
模
の
私
的
な
（
又
は
準
私
的
な
）
範
囲
に
お
け
る
意
見
形
成
過
程
を
前
提

と
し
て
い
る
。
民
主
的
意
見
形
成
に
お
け
る
第
一
歩
は
、
通
常
の
場
合
─
─
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
除
く
と
─
─
少
人
数
の
間
の

私
的
な
情
報
交
換
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
少
人
数
の
間
の
私
的
な
情
報
交
換
を
土
台
と
し
て
共
通
の
考
え
が
展
開
さ
れ
、
発
見

さ
れ
、
定
式
化
さ
れ
、
そ
し
て
、
こ
れ
が
最
終
的
に
政
治
的
で
集
団
形
成
的
な
次
元
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
上
記

の
よ
う
な
土
台
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
比
較
的
大
規
模
な
範
囲
の
集
団
的
意
見
表
明
が
可
能
と
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
ク
レ
ッ
パ
ー

は
、
上
記
の
理
由
か
ら
、
基
本
法
八
条
は
結
果
と
し
て
比
較
的
小
規
模
な
範
囲
の
「
私
的
な
」
会
合
も
─
─
そ
れ
が
民
主
的
意
思
形

成
と
（
未
だ
）
関
係
の
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
て
も
─
─
保
護
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る）（（
（

。

Ⅳ　

狭
義
説

　
（
一
）　

狭
義
説
の
立
場
か
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
擁
護
す
る
学
説
と
し
て
、
同
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
憲
法
上
の
集
会
概

念
を
示
し
た
〇
一
年
部
会
決
定
及
び
〇
一
年
決
定
に
も
関
与
し
た
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
（W

olfgang H
offm

ann-Riem

）
の
見
解
が

注
目
さ
れ
る
。
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
は
、
集
会
の
自
由
の
「
保
障
内
容
」
を
解
釈
す
る
作
業
に
入
る
前
に
、
ま
ず
、「
基
本
権
解
釈

の
指
針
」
を
検
討
す
る
。
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
基
本
権
の
保
障
内
容
を
規
定
す
る
た
め
の
手
が

か
り
は
、
集
会
の
自
由
の
「
成
立
史
」
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
集
会
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
集

会
の
自
由
の
展
開
に
お
い
て
基
礎
と
な
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
例
え
ば
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
法
治
国
家
的
」
基
本
思
想
と
「
民
主

的
・
参
加
的
」
基
本
思
想
と
の
対
立
の
よ
う
に
、
異
な
っ
た
考
え
方
が
併
存
し
て
お
り
、「
正
当
化
思
想
」
の
「
不
均
一
性
」
の
た

め
に
、「
憲
法
上
の
指
針
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、「
別
の
解
釈
補
助
」
が
必
要
と
な
る）（（
（

。
こ
の
場
合
、
基
本
法
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
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ル
憲
法
や
そ
れ
以
前
の
ド
イ
ツ
の
憲
法
と
異
な
り
、
様
々
な
「
発
展
基
本
権
（Entfaltungsgrundrechte

）」
の
「
細
分
化
さ
れ
た

シ
ス
テ
ム
」
を
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
特
殊
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
「
発
展
の
自
由
」
の
た
め
の
「
受
け
皿
基
本
権
」
を
含
ん

で
い
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
史
的
展
開
の
中
で
、
集
会
の
自
由
を
求
め
る
闘
争
を
「
発
展
の
自
由
と
い
う
リ
ベ

ラ
ル
な
基
本
権
」
を
求
め
る
闘
争
の
一
部
と
し
て
（
も
）
理
解
で
き
る
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
闘
争

が
成
功
を
収
め
た
後
に
お
い
て
は
、
何
故
、
ド
イ
ツ
人
の
権
利
と
し
て
構
想
さ
れ
た
集
会
の
自
由
の
基
本
権
が
、
た
ん
に
「
発
展
の

自
由
の
特
殊
的
発
現
形
態
」、
す
な
わ
ち
、「
発
展
の
自
由
の
集
団
的
行
使
」
と
い
う
特
殊
的
発
現
形
態
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
基
本
権
を
国
家
目
標
規
定
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
採
用
し
、
基
本
権
を
国
家
目

標
規
定
と
の
関
連
に
お
い
て
解
釈
す
る
ほ
う
が
、
体
系
的
解
釈
の
潮
流
の
中
で
よ
り
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
問

題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。
そ
の
際
に
重
要
と
な
る
の
は
、
民
主
制
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
と
結
び
付
い
た
、
積
極
的
市
民
参
加
を

支
持
す
る
決
断
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
多
元
主
義
に
準
拠
し
た
政
治
秩
序
で
あ
る
。
ま
た
、
法
治
国
家
原
理
に
取
り
込
ま
れ
た
防
御

権
の
基
本
権
コ
ン
セ
プ
ト
も
重
要
と
な
る
。
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
国
の
介
入
の
特
定
可
能
性
と
予
測

可
能
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
過
度
の
介
入
か
ら
の
防
御
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
集
会
の
自
由
の
「
客
観
法
的
意

義
」
は
、「
集
会
に
友
好
的
に
法
秩
序
の
内
容
形
成
を
す
る
こ
と
」
の
委
託
で
あ
り
、
集
会
の
自
由
を
「
少
数
派
の
権
利
」
と
し
て

実
効
的
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
民
主
的
秩
序
に
お
い
て
も
、
権
力
に
関
与
す
る
た
め
の
ア
ク
セ
ス
は
非

対
称
に
配
分
さ
れ
て
お
り
、
集
会
の
自
由
の
基
本
権
は
こ
の
こ
と
を
埋
め
合
わ
せ
る
働
き
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と）（（
（

。

　

そ
し
て
、
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
は
、
広
義
説
は
、
集
会
の
自
由
を
「
集
団
形
態
に
お
け
る
自
由
の
発
展
」
と
解
し
、「
集
会
の
自

由
と
の
「
政
治
プ
ロ
セ
ス
と
の
特
殊
的
連
関
性
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
集
団
的
意
思
形
成
及
び
意
見
表
明
」
と
集
会
の
自
由
と

の
連
関
性
も
否
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
捉
え）（（
（

、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
広
義
説
で
は
、
共
通
の
関
心
事
に
よ
る
結
合
、
参
加
者
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が
目
的
追
求
の
た
め
に
お
互
い
を
必
要
と
す
る
状
況
と
い
っ
た
、「
空
疎
で
抽
象
的
な
、
特
別
の
潜
在
的
危
険
性
も
、
ま
た
特
別
の

保
護
の
必
要
性
も
示
し
て
い
な
い
基
準
」
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
、
劇
公
演
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
シ
ョ
ー
の
興
行
、

ス
ポ
ー
ツ
の
興
行
な
ど
の
「
ラ
イ
ブ
体
験
」
と
い
っ
た
多
数
の
私
的
な
「
発
展
」
が
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る）（（
（

。
広
義

説
の
よ
う
に
、
集
会
の
自
由
を
（
あ
ら
ゆ
る
）
集
団
的
発
展
の
自
由
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
及
び
集
会
法
の
適
用
範
囲
の
著

し
い
拡
大
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
通
説
に
従
っ
て
憲
法
上
の
「
集
会
」
の
成
立
に
は
「
二
人
」
の
会
合
で
足
り
る
と
解
す
る
と
、

共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
配
偶
者
又
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
一
緒
に
い
る
こ
と
、
モ
ー
ド
に
関
す
る
若
者
の
議
論
、
さ
ら
に

は
二
重
奏
（
唱
）
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
す
る
特
別
の
基
本
権
に
よ
る
保
護
に
加
え
て
、
基
本
法
八
条
の
保
護
も
受
け
る
こ
と

に
な
る
。
広
義
説
で
は
、
二
人
の
人
間
が
共
通
の
空
間
に
い
る
場
合
の
二
人
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
、
そ
れ
が
「
共
通
の
目
的
」
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
「
集
会
」
と
な
る
が
、
広
義
説
に
お
い
て
は
、
ど
う
し
て
「
関
心
事
の
共
同

性
」
が
関
係
す
る
自
由
の
保
護
を
超
え
た
保
護
を
受
け
る
要
因
を
生
み
出
す
の
か
、
さ
ら
に
「
屋
外
の
」
行
動
の
場
合
に
は
「
特
別

の
制
限
留
保
」
を
帰
結
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
必
ず
し
も
詳
し
く
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
な
い）（（
（

。
ま
た
、
純
粋
に
私
的
な
集
会
も
公

共
の
意
見
形
成
の
前
提
領
域
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
、
正
当
化
根
拠
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
教
育

な
ど
の
様
々
な
種
類
の
経
験
も
公
共
の
意
見
形
成
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
活
動
も
こ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
集
会
の
自
由
の
基
本
権
に
よ
る
付
加
的
な
保
護
を
受
け
る
た
め
に
決
定
的
な
こ
と
は
、
こ
の
種
の
活
動
が
、

こ
の
活
動
に
与
え
ら
れ
る
他
の
基
本
権
保
護
に
加
え
て
、
集
会
の
自
由
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
種
の
活

動
が
十
分
な
保
護
の
「
欠
缺
」
を
埋
め
る
た
め
に
集
会
の
自
由
を
必
要
と
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
人
間
の
尊
厳
か
ら
始

ま
り
、
発
展
の
自
由
を
「
欠
缺
の
な
い
仕
方
で
」
保
護
し
て
い
る
「
細
分
化
さ
れ
た
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
」
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
発
展
の
自
由
が
、
そ
の
「
発
展
」
が
空
間
的
に
居
合
わ
せ
て
い
る
多
数
人
の
目
的
が
結
合
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
理

由
で
ど
う
し
て
基
本
法
八
条
に
よ
っ
て
付
加
的
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
根
拠
付
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
集
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会
の
自
由
の
特
別
の
保
護
は
、
屋
内
集
会
に
つ
い
て
の
制
約
留
保
の
放
棄
に
加
え
て
、
屋
外
集
会
に
適
用
さ
れ
る
制
限
の
可
能
性
が

集
会
に
有
利
に
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
る
点
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
権
付
与
は
、
集
会
の
自
由
を
公
共
の
意
見
形
成
過
程
の

開
放
性
を
犠
牲
に
し
て
制
限
し
た
り
、
法
主
体
に
萎
縮
効
果
を
生
じ
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
法
秩
序
に
お
い
て
一
般
的
に
定
め
ら
れ

て
い
る
発
展
の
自
由
の
制
限
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

な
お
、
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
「
集
会
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
点
に
注
意
を
促
し
て
い

る
。
第
一
に
、「
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
関
与
」
の
概
念
は
広
く
、
こ
の
概
念
の
争
い
─
─
狭
義
説
と
修
正
狭
義
説
と
の
争
い
─
─

は
実
際
の
事
案
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
。
裁
判
所
は
、
基
本
権
保
護
を
、
政
治
的
事
項
の
共
同
の
追
求
又
は
政
治
的

権
力
関
係
の
変
更
に
向
け
ら
れ
た
示
威
運
動
及
び
討
議
に
限
定
し
て
い
な
い）（（
（

。
第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
上
の
「
集

会
」
と
た
ん
な
る
集
ま
り
と
の
境
界
線
を
引
く
困
難
を
、「
疑
い
が
残
る
場
合
に
は
、
集
会
の
自
由
の
高
い
ラ
ン
ク
か
ら
、
当
該
行

事
は
集
会
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
」
と
の
「
疑
い
が
残
る
場
合
の
ル
ー
ル
」
に
よ
っ
て
対
処
し
て
い
る）（（
（

。
こ
の

ル
ー
ル
は
、
国
家
権
力
の
担
い
手
に
よ
っ
て
集
会
の
自
由
の
制
約
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。「
公
共
の
意
見

形
成
へ
の
関
与
」
の
概
念
が
広
い
こ
と
と
上
記
の
「
疑
い
が
残
る
場
合
の
ル
ー
ル
」
は
、
多
元
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
公

共
の
意
見
形
成
の
過
程
に
お
い
て
何
を
提
出
す
る
か
は
集
会
参
加
者
の
自
己
理
解
に
支
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
考
慮
し
て
お
り
、
疑

い
が
残
る
場
合
に
は
、
何
を
公
共
の
意
見
形
成
の
対
象
と
し
て
よ
い
か
を
集
会
の
自
由
を
犠
牲
に
し
て
決
定
す
る
権
限
を
国
家
に
与

え
る
も
の
で
は
な
い）（（
（

。

　
（
二
）　

ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
の
ほ
か
に
も
狭
義
説
を
採
る
学
説
も
あ
る）（（
（

が
、
こ
こ
で
は
、
フ
ォ
ル
ク
マ
ン
（U

w
e V

olkm
ann

）

の
見
解
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
フ
ォ
ル
ク
マ
ン
は
、
以
下
の
三
つ
の
理
由
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
限
定
的
集
会
概
念

を
支
持
す
る
。
第
一
に
、
憲
法
上
の
集
会
が
成
立
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
任
意
の
目
的
で
足
り
る
と
す
る
な
ら
ば
、
誕
生
日
会
や
お

茶
会
（
コ
ー
ヒ
ー
の
会
）、
市
の
公
園
で
の
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
、
さ
ら
に
は
ハ
イ
キ
ン
グ
の
グ
ル
ー
プ
も
集
会
と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
般
の
言
語
感
覚
に
合
致
し
な
い
。
第
二
に
、
集
会
は
、
一
方
に
お
い
て
、
法
に
よ
っ
て
様
々
な

仕
方
で
─
─
清
掃
義
務
や
特
別
許
可
を
得
る
義
務
の
免
除
に
よ
り
─
─
特
権
化
さ
れ
、
他
方
に
お
い
て
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義

務
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
別
の
法
体
系
を
上
記
の
諸
集
団
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
無
意
味
で
あ

る
。
第
三
に
、
基
本
法
八
条
は
基
本
権
の
主
体
を
ド
イ
ツ
人
に
限
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
限
定
は
、
選
挙
権
な
ど
国
籍
保
有

者
に
の
み
与
え
ら
れ
る
政
治
的
参
加
権
と
の
関
連
性
か
ら
の
み
正
当
化
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
広
義
説
は
基
本
法
八
条
が
基
本
権

主
体
を
ド
イ
ツ
人
に
限
定
し
て
い
る
理
由
を
説
明
で
き
な
い
、
と）（（
（

。

Ⅴ　

集
会
の
概
念
と
基
本
権
理
論

　
（
一
）　

以
上
の
叙
述
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
〇
一
年
部
会
決
定
及
び
〇
一
年
決
定
に
お
い
て
示
し
た
「
集
会
」
概
念
を
め

ぐ
る
学
説
の
状
況
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
解
釈
は
、
学
説
に
お
い
て
─
─

少
な
く
と
も
主
要
な
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
限
っ
て
言
え
ば
─
─
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

が
自
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
批
判
し
て
広
義
説
の
立
場
を
敢
え
て
採
る
学
説
が
存
外
に
多
い
と
い

う
印
象
を
抱
い
た）（（
（

。
そ
れ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
が
多
く
の
学
説
（
と
く
に
〇
一
年
決
定
の
前
に
広
義
説
を
採
っ
て
い
た
学

説
）
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加

え
る
。

　
（
二
）　

広
義
説
を
採
る
ザ
ッ
ク
ス
（M

ichael Sachs

）
は
、「
基
本
法
八
条
の
集
会
の
自
由
を
政
治
的
公
共
的
意
見
形
成
に
役
立

つ
集
会
に
始
め
か
ら
限
定
す
る
」
こ
と
は
「
民
主
的
・
機
能
的
基
本
権
理
論
」
の
「
帰
結
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、「
民
主

的
・
機
能
的
基
本
権
理
論
」
に
お
い
て
、
個
人
の
自
由
は
、
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
の
手
段
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
、
自
己
目
的
で
は
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な
い
と
こ
ろ
、
個
人
の
自
由
の
こ
の
よ
う
な
縮
減
は
、
経
済
や
文
化
、
人
格
の
領
域
な
ど
の
他
の
生
活
領
域
に
と
っ
て
の
基
本
権
の

意
義
を
無
視
し
て
お
り
、
そ
の
一
面
性
の
故
に
正
当
化
で
き
な
い
、
と
狭
義
説
を
批
判
し
て
い
る）（（
（

。

　

ま
た
、
カ
ー
ル
（W

olfgang K
ahl

）
は
、
保
護
範
囲
を
局
所
的
に
「
解
釈
に
よ
り
又
は
具
体
化
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
小
公
式
」

に
よ
っ
て
狭
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
基
本
権
審
査
を
方
法
論
的
に
可
能
な
範
囲
内
で
審
査
の
第
一
段
階
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
基
本
権
解
釈
の
「
新
傾
向）（（
（

」
を
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
。
カ
ー
ル
に
よ
る
と
、
集
会
の
自
由
に
関
す
る
〇
一
年
部
会
決

定
及
び
〇
一
年
決
定
も
基
本
権
解
釈
の
「
新
傾
向
」
を
示
し
た
判
例
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る）（（
（

。
カ
ー
ル
は
、
基
本
権
解
釈
の
新
傾

向
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
第
一
に
、「
人
間
の
尊
厳
」
条
項
（
基
本
法
一
条
一
項
）
に
よ
り
人
間
は
個
別
的
、
自
律
的
か
つ

平
等
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
例
え
ば
、
ラ
ブ
パ
レ
ー
ド
が
集
会
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
個
人
の
自
己

理
解
の
基
準
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
個
人
は
独
自
の
構
想
に
よ
っ
て
（
例
え
ば
教
養
あ
る
市
民
の
前
理
解
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
た

構
想
に
よ
っ
て
で
は
な
く
）
自
ら
決
定
し
て
自
己
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
「
基
本
法
の
開
か
れ
た
人
間
像
」
に
従

え
ば
、
疑
い
が
残
る
場
合
に
は
基
本
権
主
体
の
評
価
が
重
要
と
な
る
。
保
護
範
囲
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
裁
判
官
に
よ
っ
て
縮
減
す
る
理

論
は
、
基
本
法
一
条
一
項
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
憲
法
の
基
本
決
断
、
個
人
の
主
体
性
及
び
自
律
性
の
尊
重
、
さ
ら
に
は
自
由
の
選
別

の
拒
否
と
衝
突
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
二
に
、
裁
判
官
に
よ
る
保
護
範
囲
の
限
定
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
解
釈
（
基
本
法
二
条
一

項
は
個
別
的
基
本
権
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
行
態
に
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
応
答
）
次
第
で
、
基
本
権
体
系

に
お
け
る
欠
缺
」
が
生
じ
る
危
険
が
あ
る
。
第
三
に
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
保
護
範
囲
を
限
定
す
る
考
え
方
に
は
合
理
性
及
び
透
明
性

が
欠
如
し
て
い
る
。
一
般
的
に
認
め
ら
れ
、
一
貫
し
て
使
わ
れ
て
い
る
憲
法
解
釈
方
法
論
の
カ
ノ
ン
が
存
在
し
な
い
以
上
、
狭
い
保

障
内
容
を
定
め
る
に
際
し
て
「
方
法
論
的
に
安
定
し
た
」
や
り
方
を
求
め
て
も
、
こ
の
要
求
を
実
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

そ
う
だ
と
す
る
と
、「
保
護
範
囲
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
抽
象
的
・
一
般
的
な
解
釈
・
決
断
主
義
は
、
正
当
化
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る

具
体
的
・
個
別
的
な
衡
量
・
決
断
主
義
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
な
害
悪
で
あ
る
」。
ま
た
、「
狭
い
保
障
内
容
」
の
理
論
は
、
保
護
範
囲
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を
精
密
に
規
定
す
る
こ
と
を
口
実
に
し
て
、
開
示
さ
れ
て
い
な
い
か
又
は
開
示
が
不
十
分
に
し
か
さ
れ
て
い
な
い
規
範
的
な
評
価
や

制
限
を
行
っ
て
お
り
、
評
価
や
衡
量
を
正
当
化
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
保
護
範
囲
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
「
む
し
ろ
隠
さ
れ
て
い
る
事
前

決
定
」
に
移
動
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い）（（
（

、
と
。

　

カ
ー
ル
自
身
は
、
憲
法
解
釈
は
諸
々
の
古
典
的
解
釈
カ
ノ
ン
が
同
じ
ラ
ン
ク
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
、
憲
法
解
釈
が
疑
い
の
余
地
の
な
い
反
対
の
結
論
に
達
す
る
ま
で
は
、
疑
い
が
残
る
場
合
に
は
、
基
本
権
（
自
由
権
）
の

保
護
範
囲
は
、「
随
意
の
行
動
を
求
め
る
権
利
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
広
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。

何
故
な
ら
、
第
一
に
、
こ
の
原
則
・
例
外
関
係
の
背
後
に
は
、
文
言
、
教
義
学
史
及
び
成
立
史
に
合
致
す
る
複
数
の
解
釈
の
う
ち
、

規
範
の
法
的
作
用
力
を
最
も
強
く
発
揮
す
る
解
釈
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
格
率
が
控
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
よ
う

な
仕
方
に
よ
っ
て
、
問
題
に
適
切
に
対
応
し
た
き
め
細
か
で
か
つ
合
理
的
・
追
体
験
可
能
な
基
本
権
保
護
が
実
現
さ
れ
る
見
込
み
が

保
障
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　
（
三
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
は
、「
狭
い
」
基
本
権
保
障
内
容
か
、
そ
れ
と
も
「
広
い
」
基
本
権
保
障
内
容
か

の
選
択
に
関
す
る
原
理
的
事
前
決
定
は
基
本
法
に
お
い
て
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
重
要
な
の
は
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
基
本
権
の
保
障

内
容
が
ど
ん
ど
ん
と
拡
張
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
反
応
と
し
て
新
た
な
正
当
化
根
拠
が
絶
え
ず
発
見
さ
れ
拡
張
さ
れ
て
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
決
定
が
個
別
事
案
の
衡
量
に
移
動
さ
せ
ら
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
が
現
実
に
「
自
由
の
保
護
の
豊
富
化
」

を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
少
な
く
と
も
、（「
現
実
に
行
使
可
能
な
自
由
」
と
解
さ
れ
る
）
自

由
の
保
証
人
と
し
て
も
国
家
を
必
要
と
す
る
人
の
発
展
可
能
性
及
び
生
活
条
件
の
保
護
も
自
由
の
保
護
に
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
上

記
の
状
況
の
中
に
合
理
性
の
獲
得
も
自
由
の
拡
大
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、
基
本
権
解
釈
の
目
的
は
、

基
本
権
の
規
範
内
容
を
可
能
な
限
り
特
殊
的
に
、
か
つ
場
合
に
よ
っ
て
は
精
密
に
区
別
す
る
仕
方
で
解
明
す
る
と
同
時
に
、
後
続
の

審
査
段
階
の
た
め
の
基
準
を
獲
得
す
る
可
能
性
を
改
善
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る）（（
（

。
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（
四
）　

以
上
に
紹
介
し
た
学
説
を
踏
ま
え
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
が
学
説
（
と
く
に
〇
一
年
決
定
の
前
に
広
義
説
を
採
っ

て
い
た
学
説
）
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
理
由
は
、「
集
会
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
狭
義
説
（
及
び
修
正
狭
義
説
）
と
広
義
説
の
対

立
は
、
そ
の
基
層
に
あ
る
基
本
権
理
論
の
違
い
に
帰
着
す
る
部
分
も
あ
り
、
広
義
説
に
立
つ
学
説
が
狭
義
説
（
及
び
修
正
狭
義
説
）

の
立
場
に
歩
み
寄
る
の
は
原
理
的
に
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
推
測
し
て
も
間
違
い
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅵ　

結
語

　

基
本
法
八
条
の
「
集
会
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
狭
義
説
、
修
正
狭
義
説
、
広
義
説
の
三
つ
の
解
釈
論
が
対
立
し
拮
抗

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
〇
一
年
決
定
で
狭
義
説
（
又
は
そ
れ
に
近
い
立
場
）
を
採
用
し
た
。
本
稿
は
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
「
集
会
」
概
念
に
対
し
て
学
説
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ

の
結
果
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
は
学
説
に
お
い
て
─
─
少
な
く
と
も
主
要
な
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
限
っ
て
言
え
ば

─
─
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
広
義
説
の
立
場
を
採
る
学
説
が
存
外
に
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
本

稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
が
多
く
の
学
説
（
と
く
に
〇
一
年
決
定
の
前
に
広
義
説
を
採
っ
て
い
た
学
説
）
に
よ
っ
て
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
、「
集
会
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
狭
義
説
（
及
び
修
正
狭
義
説
）
と
広
義
説
の
対
立
は
、

そ
の
基
層
に
あ
る
基
本
権
理
論
の
違
い
に
帰
着
す
る
部
分
も
あ
り
、
広
義
説
に
立
つ
学
説
が
狭
義
説
（
及
び
修
正
狭
義
説
）
の
立
場

に
歩
み
寄
る
の
は
原
理
的
に
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
を
示
し
た
。

　

以
上
の
叙
述
に
よ
り
憲
法
上
の
「
集
会
」
概
念
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
状
況
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る）（（
（

。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
で
は
、
日
本
国
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
集
会
」
の
概
念
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
筆
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
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近
い
将
来
に
別
途
論
文
を
作
成
し
、
日
本
国
憲
法
二
一
条
一
項
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
機
会
を
も
ち
た
い
と
考
え
て
い
る）（（
（

。
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illgruber (H

rsg.), Grundgsetz K
om

m
entar, 2009, A

rt. 
8 Rn. 9.1; D

ieter W
iefelspütz, Ist die Love-Parade eine V

ersam
m

lung ?, N
JW

 2002, S. 2（4 (2（5).　

（
5
）　H

elm
uth Schulze-Fielitz, in: H

orst D
reier (H

rsg.), Grundgesetz K
om

m
entar, Bd. Ⅰ

, 1996, A
rt. 8 Rn. 23 ff. 

（
6
）　H
elm

uth Schulze-Fielitz, in: H
orst D

reier (H
rsg.), Grundgesetz K

om
m

entar, Bd. Ⅰ
, 3. A

ufl. 2013, A
rt. 8 Rn. 15.

（
（
）　Schulze-Fielitz (Fn. 6), Rn. 22.

（
8
）　Schulze-Fielitz (Fn. 6), Rn. 2（.

（
9
）　Schulze-Fielitz (Fn. 6), Rn. 28.

（
10
）　Christoph G

usy, in: H
erm

ann v. M
angoldt/Friedrich K

lein/Christian Starck (H
rsg.), D

as Bonner Grundgesetz 
K

om
m

entar Bd.Ⅰ
, 4. A

ufl. 1999, A
rt. 8 Rn. 18.
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（
11
）　C

hristoph G
usy, in: H

erm
ann v. M

angoldt/Friedrich K
lein/Christian Starck (H

rsg.), K
om

m
entar zum

 
Grundgesetz Bd.Ⅰ

, 6. A
ufl. 2010, A

rt. 8 Rn. 2 ff.
（
12
）　G

usy (Fn. 11), Rn. 5.
（
13
）　G

usy (Fn. 11), Fn. 9.
（
14
）　G

usy (Fn. 11), Fn. 11.

（
15
）　G

usy (Fn. 11), Fn. 13.

（
16
）　G

usy (Fn. 11), Fn. 18.

（
1（
）　

デ
ペ
ン
ホ
イ
ア
ー
に
よ
る
と
、
集
会
と
は
、「
共
通
の
目
的
又
は
意
思
に
よ
っ
て
内
心
に
お
い
て
結
び
付
い
て
い
る
人
的
集
団
」
で

あ
る（O

tto D
epenheuer, in: T

heodor M
aunz/Günter D

ürig, K
om

m
entar zum

 Grundgesetz, A
rt. 8 (Lfg. 48 N

ovem
ber 

2006) Rn. 44

）。
デ
ペ
ン
ホ
イ
ア
ー
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ
決
定
が
集
会
の
自
由
の
民
主
的
意
義
を
強
調
し
て
い
る

と
し
て
も
、
非
政
治
的
な
私
的
活
動
に
対
し
て
政
治
的
活
動
を
優
先
す
る
決
定
を
基
本
法
か
ら
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
指
摘
し

て
、
公
共
の
意
見
形
成
の
関
与
を
目
的
と
す
る
集
会
も
、
基
本
法
八
条
の
保
護
す
る
集
会
の
一
つ
の
場
合
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
て
い
る

（D
epenheuer (Fn. 1（), Rn. 48

）。

（
18
）　D

epenheuer (Fn. 1（), Rn. 50.

（
19
）　BV

erfGE （, 198.

（
20
）　D

epenheuer (Fn. 1（), Rn. 50.

（
21
）　D

epenheuer (Fn. 1（), Rn. 51.

（
22
）　D

epenheuer (Fn. 1（), Rn. 52.

（
23
）　Ingo von M

ünch, in: Ingo von M
ünch (H

rsg.), Grundgesetz-K
om

m
entar, Bd. 1, 19（5, A

rt. 8 Rn. 12.

（
24
）　Ingo von M

ünch, Staatsrecht Bd. 2, 5. A
ufl. 2002, Rn. 462.

（
25
）　von M

ünch (Fn. 24), Rn. 465.

（
26
）　

以
下
の
本
文
で
紹
介
す
る
学
説
の
ほ
か
、
修
正
狭
義
説
を
採
る
学
説
と
し
て
、H

einrich W
ilm

s, Staatsrecht Ⅱ
 

Grundrechte, 2010, S. 22（ [Rn. （6（]; E
kkehart Stein/G

ötz Frank, Staatsrecht, 21. A
ufl. 2010, S. 32（

が
あ
る
。
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（
2（
）　M

ax-E
m

anuel G
eis, in: K

arl H
einrich Friauf/W

olfram
 H

öfling (H
rsg.), Berliner K

om
m

entar zum
 Grundgesetz, 

A
rt. 8 (10. Erg.-Lfg. Ⅸ

/04) Rn. 18.
（
28
）　G

eis (Fn. 2（), Rn. 18.

（
29
）　M

ichael K
loepfer, V

erfassungsrecht Ⅱ
, 2010, § 63 Rn. 8.

（
30
）　M

ichael K
loepfer, V

ersam
m

ulungsfreiheit, in: Josef Isensee/Paul K
irchhof, H

andbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik D

eutschland Bd. Ⅶ
, 3. A

ufl. 2009, § 164 Rn. 26; K
loepfer (Fn. 29), § 63 Rn. 11.

（
31
）　K

loepfer (Fn. 30), Rn. 29. 

な
お
、
ク
レ
ッ
パ
ー
自
身
は
、
基
本
法
八
条
の
保
護
の
対
象
と
な
る
集
会
を
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
企
図
す
る
共
同
の
発
展
を
目
的
と
す
る
多
数
人
の
会
合
」
と
定
義
し
て
い
る
（K

loepfer (Fn. 30), Rn. 25

）。
ク
レ
ッ
パ
ー
に
よ

る
と
、
基
本
法
八
条
は
、「
共
同
の
」
発
展
と
し
て
人
間
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
的
と
す
る
集
合
を
保
護
す
る
も
の
で
、
情

報
交
換
が
受
け
手
（
個
人
又
は
集
団
）
か
ら
送
り
手
の
集
団
に
一
方
通
行
的
に
な
さ
れ
る
「
た
ん
に
メ
デ
ィ
ア
に
拘
束
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
基
本
法
八
条
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
基
準
に
よ
る
と
、
劇
公
演
、
映
画
の
上
映
、
説
教
、
学
術
講
演
に
お

い
て
は
、
意
見
形
成
は
一
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、「
人
間
相
互
の
意
見
交
換
」、「
共
同
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
存
在
し

て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
は
集
会
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
政
治
的
テ
ー
マ
の
講
演
に
つ
い
て
は
、
境
界
線
引
き
が
困
難
で
あ
る
が
、
聴

衆
の
間
で
た
ん
な
る
聴
取
を
超
え
る
情
報
交
換
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
こ
れ
は
集
会
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
出
席
す
る
こ
と
そ
れ

自
体
が
一
定
の
情
報
を
表
現
す
る
伝
達
手
段
と
な
る
場
合
が
あ
り
（
例
え
ば
、
抗
議
集
会
に
お
い
て
聞
い
て
い
る
こ
と
を
見
せ
る
こ
と
は
、

そ
の
場
に
い
る
こ
と
に
よ
る
連
帯
表
明
と
い
う
意
味
を
持
つ
。）、
こ
の
場
合
に
は
、
講
演
会
や
非
政
治
的
行
事
（
ロ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
）

で
あ
っ
て
も
基
本
法
八
条
一
項
の
集
会
に
な
る
、
と
（K

loepfer (Fn. 30), Rn. 31

）。

（
32
）　K

loepfer (Fn. 30), Rn. 30. 

（
33
）　W
olfgang H

offm
ann-R

iem
, V

ersam
m

lungsfreiheit, in: D
etlef M

erten/H
ans-Jürgen Papier, H

andbuch der 
Grundrechte in D

eutschland und Europa, Bd. Ⅳ
, § 106 Rn. 15.

（
34
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 16.

（
35
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 1（.

（
36
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 40.
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（
3（
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 42 f.

（
38
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 43.

（
39
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 44.

（
40
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 51.

（
41
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 48.

（
42
）　

〇
一
年
決
定
は
、「
ラ
ブ
パ
レ
ー
ド
」
と
「
フ
ァ
ッ
ク
パ
レ
ー
ド
」
の
集
会
該
当
性
を
否
定
し
た
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判

断
を
支
持
し
た
が
、「
集
会
」
該
当
性
の
判
断
方
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
一
般
論
を
示
し
て
い
る
。「
民
衆
の
祭
」
も
「
娯
楽
行
事
」

も
集
会
概
念
に
含
ま
れ
な
い
。
こ
れ
ら
と
同
じ
く
、「
生
き
る
喜
び
を
た
ん
に
見
せ
る
こ
と
（Zurschaustellung

）
に
役
立
つ
行
事
」

や
、「
楽
し
み
と
娯
楽
に
向
け
ら
れ
た
公
開
の
大
規
模
パ
ー
テ
ィ
と
し
て
企
画
さ
れ
た
行
事
」
も
集
会
概
念
に
含
ま
れ
な
い
。
集
会
は
、

当
該
集
会
が
「
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
目
的
を
音
楽
と
ダ
ン
ス
を
使
用
し
て
実
現
す
る
場
合
」
で
あ
っ
て
も
、
集
会
の
自
由
の
保
護

範
囲
に
含
ま
れ
る
。「
こ
の
手
段
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
発
展
の
た
め
に
、
公
共
の
意
見
形
成
に
影
響
を
与
え
る
目
的
で
使
用
さ
れ

た
場
合
」
は
、
こ
れ
に
当
た
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
音
楽
行
事
及
び
ダ
ン
ス
行
事
は
、
そ
の
機
会
に
意
見
表
明
も
行
わ
れ
る
と
い
う
だ
け

で
全
体
と
し
て
基
本
法
八
条
の
意
味
に
お
け
る
集
会
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
該
行
事
が
そ
の
全
体
的
特
徴
に
よ
っ
て
集
会
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
、
楽
し
み
、
ダ
ン
ス
又
は
娯
楽
の
目
的
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
法
的
判
断
を
行
う
こ
と
に
対
し
て
、
憲
法
上
異

議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
疑
い
が
残
る
場
合
に
は
、
集
会
の
高
い
ラ
ン
ク
か
ら
、
当
該
行
事
を
集
会
の
よ
う
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
（BV

erfG-K
, N

JW
 2001, S. 2459 (2460)

）。

（
43
）　H

offm
ann-R

iem
, (Fn. 33), Rn. 49.

（
44
）　Christoph E

nders, D
er Schutz der V

ersam
m

lungsfreiheit (T
eil I), Jura 2003, S. 34 (35 f.); Friedhelm

 H
ufen, 

GrundrechtⅡ
, 5. A

ufl. 2016, § 30 Rn. （; M
artin N

olte, in: K
laus Stern/Florian Becker (H

rsg.), Grundrechte-
K

om
m

entar, A
rt. 8 Rn. 21 ff. 

ま
た
、Malte Linnem

eyer, T
echno-Paraden, Skater-Läufe, Chaos-tage—

 neue H
and-

lungsform
en im

 Schutzbereich der V
ersam

m
lungsfreiheit?, 2003

は
、
二
〇
〇
三
年
に
ブ
レ
ー
メ
ン
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博

士
学
位
請
求
論
文
で
あ
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
「
集
会
」
概
念
の
解
釈
及
び
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
の
展
開
し
た
解
釈
を
支
持

し
て
い
る
。
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（
45
）　U

w
e V

olkm
ann, StaatsrechtⅡ

 Grundrechte, 2. A
ufl. 2011, S. 228 [Rn. 30]. 

な
お
、
基
本
法
八
条
が
ド
イ
ツ
人
に
の
み
集

会
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
理
由
付
け
に
よ
っ
て
狭
義
説
を
補
強
す
る
見
解
は
、H

ans-W
erner Laubinger/U

lrich 
R

epkew
itz, D

ie V
ersam

m
lung in der verfassungs- und verw

altungsgerichtlichen Rechtsprechung, (1. T
eil) 

V
erw

A
rch. 2001, S. 585 (625f.)

に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
同
論
文
に
よ
る
と
、
集
会
の
自
由
の
人
的
保
護
範
囲
の
限
定
は
、
集

会
の
自
由
の
機
能
と
関
連
付
け
ら
れ
る
場
合
に
の
み
意
味
を
も
つ
。
集
会
の
自
由
は
、
民
主
的
共
同
体
に
お
け
る
意
思
形
成
過
程
に
役
立

つ
。
つ
ま
り
、
集
会
の
自
由
は
、
国
民
に
対
し
て
、
共
同
の
行
動
に
よ
っ
て
国
家
機
関
に
自
分
た
ち
の
意
見
を
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
、
そ

の
意
思
形
成
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
圧
力
を
か
け
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
集
会
の

自
由
が
純
粋
に
社
交
的
な
会
合
に
も
及
ぶ
と
す
る
と
、
集
会
の
自
由
を
ド
イ
ツ
人
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
意
味
を
も
た
な
い
。

ド
イ
ツ
人
女
性
の
お
茶
会
が
ト
ル
コ
人
女
性
の
お
茶
会
よ
り
も
保
護
に
値
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
46
）　
「
集
会
」
の
概
念
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
（
及
び
学
説
の
状
況
）
を
た
ん
に
（
客
観
的
に
）
説
明
す
る
に
と
ど
ま
り
、

自
説
を
述
べ
て
い
な
い
文
献
も
あ
る
。
例
え
ば
、Christian Bum

ke/A
ndreas V

oßkuhle, Casebook V
erfassungsrecht, （. 

A
ufl. 2015, S. 222 f. [Rn. 825 ff.]; V

olker E
pping, Grundrechte, 6. A

ufl. 2015, S. 15 [Rn. 34]; H
ans D

. Jarass, in: H
ans D

. 
Jarass/Bode Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik D

eutchland, 14. A
ufl. 2016, A

rt. 8 Rn. 3; Jürgen K
ohl, in: 

D
ieter C. U

m
bach/T

hom
as Clem

ens (H
rsg.), Grundgesetz M

itarbeiterkom
m

entar und H
andbuch, Bd.Ⅰ

, 2002, A
rt. 

8 Rn. 2（; Gerrit M
anssen, StaatsrechtⅡ

 Grundrechte, 14. A
ufl. 201（, S. 148 f. [Rn. 498]; R

einhold Zippelius/T
hom

as 
W

ürtenberger, D
eutsches Staatsrecht, 31. A

ufl. 2005, S. 253

が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈

に
対
す
る
暗
黙
の
支
持
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
解
釈

論
に
批
判
的
な
学
説
が
多
い
と
い
う
筆
者
の
印
象
は
変
わ
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
独
特
の
「
集
会
」
概
念
を
示
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
集
会
概
念
を
批
判
す
る
学
説
と
し
て
、
イ
プ
ゼ
ン
（Jörg 

Ipsen

）
の
見
解
が
注
目
さ
れ
る
（Jörg Ipsen, StaatsrechtⅡ

, 20. A
ufl. 201（, Rn. 563

）。
イ
プ
ゼ
ン
は
、
集
会
の
自
由
を
公
共
の

意
見
形
成
へ
の
関
与
に
限
定
す
る
こ
と
は
こ
の
基
本
権
の
保
護
法
益
を
過
度
に
縮
減
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈

を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
プ
ゼ
ン
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
集
会
の
自
由
を
「
意
見
表
明
の
自
由
の
あ
る
種
の
具
現
化
」
と
捉
え
て

い
る
と
す
る
と
、
意
見
表
明
の
自
由
は
公
共
的
事
項
に
関
す
る
意
見
表
明
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
内
容
の
も
の
を
保
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護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
自
己
の
判
例
と
の
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
（Jörg Ipsen 

(Fn. 46), Rn. 563

）。
イ
プ
ゼ
ン
は
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」
を
「
多
数
人
の
会
合
で
あ
っ
て
、
多
数
人
を
拘
束
す
る
構
造
を
備
え
て

い
る
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
（Ipsen (Fn. 46), Rn. 562

）。
本
文
で
紹
介
・
検
討
し
た
諸
学
説
（
狭
義
説
、
修
正
狭
義
説
及
び
広
義

説
）
は
、
憲
法
上
の
「
集
会
」
と
た
ん
な
る
「
集
ま
り
」
と
の
区
別
を
集
会
の
「
目
的
」
の
点
か
ら
行
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
が
、

こ
の
解
釈
論
は
、
憲
法
上
の
「
集
会
」
と
た
ん
な
る
「
集
ま
り
」
と
の
区
別
の
基
準
を
、「
あ
る
種
の
構
造
」（「
拘
束
力
の
あ
る
構
造
」

及
び
「
内
的
構
造
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。）
の
有
無
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
学
説
と
は
発
想
が
全
く
異

な
っ
て
い
る
。
イ
プ
ゼ
ン
に
よ
る
と
、
集
会
は
一
定
の
組
織
的
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
と
く
に
組
織
者
（
主
催
者
、
責
任
者
、
家
屋
管
理

権
の
所
持
者
）
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
組
織
的
構
造
に
と
っ
て
い
か
な
る
目
的
を
追
求
し
て
い
る
か
は
些
末
な
こ
と
で
あ
る
（Ipsen 

(Fn. 46), Rn. 564
）。
イ
プ
ゼ
ン
の
解
釈
に
従
う
と
、
あ
る
行
事
が
憲
法
上
の
集
会
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
行
事
が
一
定
の
構

造
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

（
4（
）　Sachs, (Fn. 4), S. 40 [Rn. 25]. 

ま
た
、
メ
ラ
ー
ス
（Christoph M

öllers

）
は
、
〇
一
年
部
会
決
定
は
集
会
の
自
由
と
民
主
制
と

の
関
連
性
を
基
本
権
の
保
護
範
囲
の
限
定
の
た
め
に
用
い
て
い
る
点
で
特
徴
的
で
あ
り
（Christoph M

öllers, W
andel der 

Grundrechtsjudikatur, N
JW

 2005, S. 19（3 (19（4)

）、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
保
護
範
囲
の
審
査
を
機
能
留
保
の
下
に
置
い

て
い
る
た
め
、
集
会
の
自
由
の
行
使
は
民
主
制
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
民
主
制
は
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
を
制
限
す
る
た
め
の
視
点
で
は
な
い
と
同
決
定
を
批
判
し
て
い
る
（M

öllers, (Fn. 4（), S. 19（6

）。

（
48
）　W

olfgang K
ahl, V

om
 w

eiten Schutzbereich zum
 engen Gew

ährleistungsgehalt, D
er Staat 2004, S. 16（ (169).

（
49
）　K

ahl (Fn. 48), S. 1（2 f. 

（
50
）　K

ahl (Fn. 48), S. 184 ff. 

な
お
、
カ
ー
ル
は
、
さ
ら
に
四
点
に
わ
た
っ
て
基
本
権
解
釈
の
新
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
。

（
51
）　K

ahl (Fn. 48), S. 199 f.

（
52
）　W

olfgang H
offm

ann-R
iem

, Grundrechtsanw
endung unter Rationalitätsanspruch, D

er Staat 2004, S. 203 (229). 

ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
の
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
つ
い
て
は
、
小
貫
幸
浩
「
基
本
権
が
『
保
障
す
る
も
の
』
は
何
か
・
続
」
高
岡
法
学

一
六
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
め
ぐ
る
論
争
に

つ
い
て
は
、
小
貫
幸
浩
「
基
本
権
が
『
保
障
す
る
も
の
』
は
何
か
」
高
岡
法
学
一
五
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
二
五
頁
以
下
、
實
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原
隆
志
「
憲
法
一
三
条
の
適
用
場
面
に
つ
い
て
」
長
崎
国
際
大
学
論
叢
六
巻
（
二
〇
〇
六
年
）
二
五
頁
以
下
、
同
「
基
本
権
の
構
成
要
件

と
保
障
内
容
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
五
五
頁
以
下
、
丸
山
敦
裕
「
情
報
提
供
活
動
の
合
憲
性
判
断
と
そ

の
論
証
構
造
」
阪
大
法
学
五
五
巻
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
七
九
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
53
）　

た
だ
し
、
本
稿
は
、
憲
法
上
の
「
集
会
」
概
念
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
解
釈
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

本
稿
は
「
目
的
」
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
に
す
ぎ
な
い
。

（
54
）　

大
沢
秀
介
先
生
は
、『
憲
法
入
門
〔
第
三
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
一
五
〇
頁
に
お
い
て
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
集
会
」

と
は
「
多
数
人
が
共
同
の
目
的
を
も
っ
て
特
定
の
場
所
に
集
合
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
、「
憲
法
は
、
集
会
、
結
社
の
自
由
を
表
現
の
自

由
と
と
も
に
保
障
し
て
お
り
、
表
現
行
為
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

幅
広
く
保
障
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」（
傍
点
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
。）
と
説
い
て

い
る
。
大
沢
先
生
の
解
釈
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
枠
組
み
か
ら
見
る
と
、「
修
正
狭
義
説
」
に
近
い
立
場
と
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
二
一
条
一
項
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
日
本

国
憲
法
二
一
条
一
項
の
解
釈
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
は
言
及
し
な
い
。

　
　

筆
者
が
大
学
院
に
在
籍
し
、
一
人
前
の
研
究
者
に
な
る
べ
く
修
行
を
積
ん
で
い
た
こ
ろ
、
大
沢
先
生
は
、『
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
と
司

法
─
公
共
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
─
』（
慶
應
通
信
、
一
九
八
七
年
）
及
び
『
現
代
型
訴
訟
の
日
米
比
較
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
八
年
）
の
二
冊

の
研
究
書
を
相
次
い
で
出
版
さ
れ
、
当
時
の
学
界
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
若
手
研
究
者
の
お
一
人
で
あ
り
、
筆
者
に
と
っ
て
ま

さ
に
憧
れ
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
筆
者
は
何
と
か
無
事
に
大
学
に
職
を
得
て
、
大
沢
先
生
の
お
誘
い
に
よ
っ
て
二
〇
〇
一
年
度
及
び

二
〇
〇
二
年
度
に
は
法
学
部
政
治
学
科
の
「
憲
法
」
の
非
常
勤
講
師
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
（
政
治
学
科
の
学
生
を
二
つ
の
ク
ラ
ス
に
分

け
て
、
一
つ
を
大
沢
先
生
が
、
も
う
一
つ
を
筆
者
が
担
当
し
た
。）、
同
じ
時
間
に
同
じ
く
「
憲
法
」
を
担
当
さ
れ
て
い
た
「
憧
れ
の
」
大

沢
先
生
と
、
授
業
が
終
わ
っ
た
後
、
日
吉
界
隈
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
昼
食
を
と
も
に
し
て
親
し
く
お
話
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
、

筆
者
に
と
っ
て
贅
沢
で
有
意
義
な
楽
し
い
時
間
と
し
て
、
今
後
も
筆
者
の
記
憶
に
残
り
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
筆
者
に
は
、
大
沢
先
生

が
二
〇
一
八
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
定
年
に
よ
り
慶
應
義
塾
を
ご
退
職
さ
れ
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
実
感
が
わ
か
な
い
が
、
末
筆
で
は
あ
る

が
、
大
沢
先
生
が
今
後
も
ご
健
勝
で
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
し
た
い
。


